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�愛媛県告示第３１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり大洲・喜多衛生事務組合の共同処理する事務の変

更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

内子町小田地域（平成１６年１２月３１日現在における上浮穴郡小

田町の区域をいう。）におけるし尿処理施設の設置及び管理運

営に関する事務、し尿及び浄化槽に係る汚泥に関する事務並び

に浄化槽清掃業の許可に関する事務の追加

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成２４年４月１日

� 規約の変更年月日

平成２４年４月１日

３ 変更許可年月日

平成２４年３月８日

�愛媛県告示第３１８号
騒音規制法第３条第１項の規定に基づく地域の指定（平成９年４月愛媛県告示第５４６号）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日

から施行する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

指定地域の範囲

伊予郡松前町（別添図面 のうち、着色した部分）

指定地域を示す関係図面は、省略する。

指定地域の範囲

宇和島市（別添第１図のうち、着色した部分）

八幡浜市（別添第２図のうち、着色した部分）

西条市（別添第３図のうち、着色した部分）

大洲市（別添第４図のうち、着色した部分）

伊予市（別添第５図のうち、着色した部分）

四国中央市（別添第６図のうち、着色した部分）

東温市（別添第７図のうち、着色した部分）

伊予郡松前町（別添第８図のうち、着色した部分）

指定地域を示す関係図面は、省略する。

別添第１図から別添第７図までを削り、別添第８図を別添図面に改める。

� 目 次 �
告 示

○ 一部事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、一部事務組合

の共同処理する事務の変更及び一部事務組合の規約の変更の許可…２０２

○ 騒音規制法第３条第１項の規定に基づく地域の指定の一部改正……２０２

○ 騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内における自動

車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域の指定の一部改正……２０３

○ 騒音環境基準地域の類型の指定の一部改正……………………………２０３

○ 悪臭防止法に基づく規制地域の指定の一部改正………………………２０３

○ 悪臭防止法に基づく規制地域における規制基準の一部改正…………２０３

○ 振動規制法の規定に基づく地域の指定、振動規制法の規定に基づ

く地域指定における規制基準、振動規制法施行規則の規定に基づ

く区域の指定及び振動規制法施行規則別表第２の規定に基づく区

域及び時間の指定の廃止…………………………………………………２０４

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………２０４

○ 県営土地改良事業の換地処分……………………………………………２０４

○ 保安林の指定施業要件の変更予定に係る掲示（２件）………………２０４

○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の発生……………………………２０５

○ 漁船損害等補償法に基づく付保義務の消滅……………………………２０５

○ 愛媛県土地利用基本計画の変更の要旨の公表…………………………２０６

○ 基本測量の終了の通知（３件）…………………………………………２０６

○ 公共測量の終了の通知……………………………………………………２０６

○ 市営土地改良事業の施行の同意…………………………………………２０６

○ 道路の区域変更（県道今治波方港線）…………………………………２０６

○ 道路の供用開始（県道今治波方港線）…………………………………２０７

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………２０７

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………………２０７

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………２０７

発 行 愛 媛 県

○ 道路の区域変更（一般国道３８０号）……………………………………２０８

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２３５１号 平成２４年３月１６日

平成２４年３月１６日金曜日 第２３５１号

愛 媛 県 報

２０２
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�愛媛県告示第３１９号
騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域の指定（平成１２年３月愛媛

県告示第５４３号）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

省令別表備考の区域の区分

１ ａ区域

騒音環境基準地域の類型の指定（平成１１年３月愛媛県告示第

３８０号。以下「平成１１年類型指定」という。）による地域の類型

Ａを当てはめる地域

２ ｂ区域

平成１１年類型指定による地域の類型Ｂを当てはめる地域

３ ｃ区域

平成１１年類型指定による地域の類型Ｃを当てはめる地域

省令別表備考の区域の区分

１ ａ区域

騒音環境基準地域の類型の指定（平成１１年３月愛媛県告示第

３８０号。以下「平成１１年類型指定」という。）による地域の類型

Ａを当てはめる地域（松山市、今治市及び新居浜市の地域を除

く。）

２ ｂ区域

平成１１年類型指定による地域の類型Ｂを当てはめる地域（松山

市、今治市及び新居浜市の地域を除く。）

３ ｃ区域

平成１１年類型指定による地域の類型Ｃを当てはめる地域（松山

市、今治市及び新居浜市の地域を除く。）

�愛媛県告示第３２０号
騒音環境基準地域の類型の指定（平成１１年３月愛媛県告示第３８０号）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

（その関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県庁及び松前

町役場 に備えて一般の縦覧に供する。）

１～３ 省略

（その関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県庁及び関係

市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供する。）

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市及び東温市に係る関係図面を削る。

�愛媛県告示第３２１号
悪臭防止法に基づく規制地域の指定（平成１６年３月愛媛県告示第６５９号）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から施行する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

指定地域の範囲

松前町（別添図面 のうち、着色した部分）

（指定地域を示す関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県

庁及び松前町役場 に備えて一般の縦覧に供する。）

指定地域の範囲

西条市（別添第１図のうち、着色した部分）

四国中央市（別添第２図のうち、着色した部分）

松前町（別添第３図のうち、着色した部分）

（指定地域を示す関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県

庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供する。）

別添第１図及び別添第２図を削り、別添第３図を別添図面に改める。

�愛媛県告示第３２２号
悪臭防止法に基づく規制地域における規制基準（平成１６年３月愛媛県告示第６６０号）の一部を次のように改正し、平成２４年４月１日から

愛 媛 県 報平成２４年３月１６日 第２３５１号

２０３
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�愛媛県告示第３２３号
次に掲げる告示は、平成２４年３月３１日限り廃止する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 振動規制法の規定に基づく地域の指定（平成９年４月愛媛県告

示第５５０号）

� 振動規制法の規定に基づく地域指定における規制基準（平成９

年４月愛媛県告示第５５１号）

� 振動規制法施行規則の規定に基づく区域の指定（平成９年４月

愛媛県告示第５５２号）

� 振動規制法施行規則別表第２の規定に基づく区域及び時間の指

定（平成９年４月愛媛県告示第５５３号）

�������
�愛媛県告示第３２５号
平成２４年３月６日県営中山間地域総合整備事業東宇和西部地区

（伊延東工区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する

同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３２６号
保安林の指定施業要件の変更する件（平成２３年４月農林水産省告

示第８２５号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

施行する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

（指定地域を示す関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県

庁及び松前町役場 に備えて一般の縦覧に供する。）

１～３ 省略

（指定地域を示す関係図面は、省略し、これらの図面は、愛媛県

庁及び関係市町の市役所又は役場に備えて一般の縦覧に供する。）

西条市及び四国中央市に係る関係図面を削る。

�愛媛県告示第３２４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジマート野村店 西予市野村町野村１２
号７１６番地

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後７時 午後９時 平成２４年

４月６日
平成２４年
３月８日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後７時３０分まで

午前８時３０分から午
後９時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２４年３月１６日 第２３５１号

２０４



内容を大洲市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市河辺町北平３９４６ 大洲市河辺町北平３６３７
山 崎 美智子 森林所有者

大洲市河辺町北平４０４１ 大洲市河辺町北平３６３７
山 崎 八重美 〃

大洲市河辺町北平２１２９
上浮穴郡浮穴村大字北平乙４２
５０
寿 野 兼太郎

〃

大洲市河辺町北平２１４５
上浮穴郡浮穴村大字北平３２９
番戸
本 田 倉 吉

〃

大洲市河辺町北平２１６１、
２１６２

上浮穴郡浮穴村大字北平３２９
番戸
本 田 半 重

〃

大洲市河辺町北平２２３４、
２２３５、２２３８、２２３９、２２４０

大洲市長浜町櫛生乙１５２－１
大 本 満 子 〃

大洲市河辺町北平２２３４、
２２３５、２２３８、２２３９、２２４０

横浜市磯子区杉田町１５６８
佐 野 鳩 子 〃

大洲市河辺町北平２２３４、
２２３５、２２３８、２２３９、２２４０

横浜市中区小港町１丁目１番
地２
松 木 裕 治

〃

大洲市河辺町北平２２６７、
２２６９、２２７０

兵庫県武庫郡鳴尾村焼屋敷１７
越 水 儀一郎 〃

大洲市河辺町北平２３７９、
２３８０、２３８１

大阪府摂津市千里丘４－１１－
３
木 村 圭 輔

〃

大洲市河辺町北平３９４４ 喜多郡内子町内子３４７４番地
森 田 安 則 〃

大洲市河辺町北平３９９８、
３９９９

喜多郡肱川村大字北平乙３６３７
番地
山 崎 禮 一

〃

大洲市河辺町北平４００３、
４００６、４００７、４００８、４００９、
４０１０、４０１４、４０１５、４０１６、
４０１８、４０５５

大阪府吹田市佐竹台四丁目７
番１４号
尾 花 喜久子

〃

大洲市河辺町北平４００３、
４００６、４００７、４００８、４００９、
４０１０、４０１４、４０１５、４０１６、
４０１８、４０５５

松山市中一万町１番地２
麻 布 地一之 〃

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３２７号
保安林の指定施業要件の変更する件（平成２３年４月農林水産省告

示第８２５号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町長の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字父野
川下１９６０

宇和島市吉田町東小路甲１８番
葛 本 正 志 森林所有者

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２００７、２００８、２０１１、
２０１２、２０１３、２０１４、２０１５、
２０１６、２０１７、２０１８

兵庫県西宮市雲井町２番１１－
１０１号
佐々木 豊

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１１４０

高知県幡多郡十和村戸川６４９
番地
芝 道 孝

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１４１１、１４１２、１４１３、
１４１４、１４１５

喜多郡内子町内子３４７４番地
森 田 安 則 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１４２８、１４２９

北宇和郡日吉村大字父野川中
３００番地
道 下 盛 多

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６３６、１６３７

伊予市中山町中山３５８
西 岡 圭 造 〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６３６、１６３７

伊予市中山町中山３５８
西 岡 洋 子 〃

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３２８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

岩松加入区

�������
�愛媛県告示第３２９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

愛 媛 県 報平成２４年３月１６日 第２３５１号

２０５



��������������

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２０年３月愛媛県告示第３９４号）による保険

に付すべき義務は、平成２４年３月１５日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

岩松加入区

�������
�愛媛県告示第３３０号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定に基

づき、平成１４年５月３１日改定した愛媛県土地利用基本計画の一部を

次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画図は、愛媛県庁、各市役所及び各町役

場において一般の縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�������
�愛媛県告示第３３１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（国土調査に伴う基準点測量）

２ 作業期間 平成２３年８月１７日から

平成２４年２月２８日まで

３ 作業地域 西条市、上島町

�������
�愛媛県告示第３３２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（重点地域高精度三次元測量）

２ 作業期間 平成２３年８月１日から

平成２４年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、愛南町

�������
�愛媛県告示第３３３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査）

２ 作業期間 平成２３年９月１６日から

平成２４年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、西条市、大洲市、伊予市、西予

市、東温市、伊方町、鬼北町、愛南町

�������
�愛媛県告示第３３４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点設置作業）

２ 作業期間 平成２３年１１月２９日から

平成２４年３月７日まで

３ 作業地域 松山市道後樋又、道後北代、道後緑台、道後多幸町

�������
�愛媛県告示第３３５号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・野々瀬地区）の施行に平成

２４年３月９日同意した。

平成２４年３月１６日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�愛媛県告示第３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６７１番地８から

同市杣田字井屋ノ谷甲６６５番地３まで

旧 ８．２～９．４ ０．０８６

新 １４．０～１６．２ ０．０８６

愛 媛 県 報平成２４年３月１６日 第２３５１号

２０６
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�愛媛県告示第３３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市畑地帯総合土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２４年３月１６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３３９号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備事業・牛渕

地区）の施行は、適当と認められるので、地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条の規定によりなお従前の例

によることとされる同法第５９条の規定による改正前の土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ほ場整備事業・牛渕地区）計画書の写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２４年３月１９日から４月１６日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�愛媛県告示第３３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年３月１６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市杣田字井屋ノ谷甲６７１番地８から

同市杣田字井屋ノ谷甲６６５番地３まで
平成２４年３月１６日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 浅 田 暢 一 松山市北条辻８４８番地２

〃 萩 山 勝 美 松山市庄甲２７４番地１

〃 仲 田 正 松山市片山３６１番地

〃 原 田 裕 三 松山市浅海原甲６２０番地

〃 平 石 悌 明 松山市萩原甲３３７番地１

〃 横 山 勝之進 松山市浅海本谷甲３５４番地５

〃 村 上 勝 男 松山市浅海原甲１０８３番地

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 田 中 佳 徳 松山市猿川原甲２６３番地

〃 山 崎 幹 敏 松山市猪木甲３３０番地

〃 毛 利 幸 男 松山市院内甲３２番地

〃 森 幹 治 松山市八反地甲６７８番地

〃 石 橋 仁 志 松山市河野高山甲１０８番地

〃 得 居 文 雄 松山市常保免甲９９番地１

〃 重 松 正 憲 松山市本谷甲４０５番地

監 事 忽 那 祐 三 松山市浅海原甲４７６番地

〃 渡 部 恒 夫 松山市儀式甲５２９番地

〃 重 松 孝 男 松山市夏目甲４１１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 正 幸 松山市才之原甲２３２番地

〃 原 田 裕 三 松山市浅海原甲６２０番地

〃 野 村 宜 昭 松山市善応寺甲５０５番地

〃 村 上 光 夫 松山市中西外３８７番地

〃 田 中 秀 則 松山市萩原甲２０８番地

〃 白 石 一 成 松山市浅海本谷甲３９９番地

〃 渡 部 宗 良 松山市浅海原甲９０８番地２

〃 長 野 佳 彦 松山市大浦７２３番地

〃 山 本 佳 夫 松山市才之原甲２２３番地

〃 徳 永 武 三 松山市猿川甲５９２番地

〃 別 府 忠 雄 松山市高田甲９９番地

〃 森 幹 治 松山市八反地甲６７８番地

〃 猪 木 優 松山市佐古甲２５１番地

〃 竹 内 義 雄 松山市河野高山甲２３２番地１

〃 西 村 泉 松山市本谷甲３３３番地

監 事 森 岡 功 松山市立岩中村甲１６３番地

〃 横 山 勝之進 松山市浅海本谷甲３５４番地５

〃 重 松 孝 男 松山市夏目甲４１１番地２

愛 媛 県 報平成２４年３月１６日 第２３５１号

２０７
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�愛媛県告示第３４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年３月１６日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第３４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年３月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町小田６４０番１から

同町小田６４１番５まで

旧 ５．３～２２．６ ０．１２６

新 ６．６～３５．０ ０．１２６

〃 〃
喜多郡内子町本川１９２７番６から

同町日野川７番１まで

旧 ７．０～２８．８ ０．１８２

新 ８．４～４３．３ ０．１８０

〃 〃
喜多郡内子町日野川２３番２から

同町日野川１６１０番１地先まで

旧 ５．９～１１．４ ０．１７９

新 ７．５～１５．９ ０．１８１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第６２号

平成２４年３月７日
伊予郡松前町大字東古泉字恵竃４５３番６

松山市道後姫塚１２番地５
ライオンズマンション道後姫塚�２０２号
堀 内 晋 平
堀 内 麻 里

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第６１号

平成２４年３月６日
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